
「日本風景街道の実現に向けて 提言」 概要（１／３）

目 的目 的

●多様な主体による協働のもと、景観、自然、歴史、

文化等の地域資源を活かした質の高い風景を形成

→もって、地域活性化、観光振興に寄与

運 動 方 針運 動 方 針 構成する要素構成する要素

地 域 資 源

活 動 主 体
（日本風景街道ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟ）

活 動 内 容

活 動 の 場
（中心となる道路 等）

風 景 街 道

多様な主体による協働

美しい国土景観の形成

地域活性化への寄与 観光振興への寄与

方針３：さらなる質の向上を図ること

方針４：継続的な運動とすること

方針１：全国に運動を拡げること

方針２：多様性を確保すること

別紙１



「日本風景街道の実現に向けて 提言」 概要（２／３）

日本風景街道の活動内容・活動の場日本風景街道の活動内容・活動の場

 

      ：ワークショップ等の開催、交流会等の開催、ガイドマップの作成、ボランティアガイド・語り部の育成、案内看板の整備 等 

SA・PA 等における日本

風景街道の情報発信 

観光拠点へのアクセス向上 

Ｐ 伝統的な農村風景の保全 

ビューポイントの整備

地域の自然を生かした

魅力ある地域づくり 

美しく快適な歩行者空間の整備

観光地の再開発 

清流 

里山 

潮流・流域 

温泉 

緑陰や並木のある道路の整備 

地域アイデンティティ

の形成・成熟 

植栽・道路

清掃活動 

街並みの保全 

個性的な景観形成 

道路と沿道が形成する

観光資源の整備 

 沿道と道路が一体となった

美しい景観の形成 

○○商店 

地域の歴史遺産を生かした

魅力ある地域づくり 

美しくない景観

の改善 

○○開発 

歴史のある橋梁の保全 

観光に寄与する

情報発信 

地域コミュニティ

の再生・促進 新たな文化の創出

中心となる道路

美しくない

景観の改善

美しくない景観

の改善 

道を舞台とした官民協

働の多様な取組み 

道を舞台とした多様な主体

による協働の多様な取組み 

活動主体（日本風景街道ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟ）活動主体（日本風景街道ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟ）

地域資源地域資源

● 質の高い風景を形成するためには、景観、自然、歴史、
文化等多様な地域資源を幅広く活用することが効果的

道路の管理者

活動に応じて必要な組織

地方公共団体
（市町村等）

企業

地域住民

町内会・自治会

警察

大学関係者

ＮＰＯ

その他

道路の管理者

活動に応じて必要な組織

地方公共団体
（市町村等）

企業

地域住民

町内会・自治会

警察

大学関係者

ＮＰＯ

その他

● 地域と行政が一体となった活動が必要
● 地域住民、ＮＰＯ、地方自治体等、活動に応じて必要な

組織と道路管理者で活動のための体制を構築

【日本風景街道パートナーシップ】



「日本風景街道の実現に向けて 提言」 概要（３／３）

基本的な枠組みの具体例基本的な枠組みの具体例 実施展開の考え方実施展開の考え方

 

日本風景街道に関する連絡調整

を行うため、行政機関からなる

会議を必要に応じて設置 

○○風景街道協議会 

風景街道協議会の活動に

貢献する意志と能力を有

する企業や団体等 

都道府県・政令市 

地方整備局等 

  

登録 
申請 

活動 
支援 

登
録
申
請

活
動
支
援 

登録 
申請 

活動 
支援 

日本風景街道 

パートナーシップ 

日本風景街道 

パートナーシップ 

 
民主体の第三者機関 

評価 
推薦

評価 

重点的な広報等
の支援 

◆登録条件 
① 日本風景街道パートナーシップが組織さ

れていること 

② 日本風景街道を構成する要素である地域
資源のうちいずれか一つ以上の資源を申
請された「風景街道」に有していること 

③ 日本風景街道パートナーシップが日本風
景街道の理念に賛同し、それらに合致した
活動を継続的に実施していること 

④ 申請された「風景街道」に「中心となる道
路」が存在していること 

◆活動支援 
① 地方ブロック毎の支援 

○人的支援 

○制度的支援 

○多様な主体による協働の取組みを通し
ての支援 
・施設整備   ・情報発信  等 

② 全国的な観点からの支援 

・財政的な支援 ・ロゴの使用  等

国において詳細な検討

◆評価の申請条件 
① 一定期間（例えば、数年程度）の活動実績があること 

② 風景街道憲章を策定していること 

③ 活動の場が一定の範囲の拡がり（例えば、「中心となる道路」の延長
が一定以上あること）を持つこと 

◆評価の基準の考え方 
① 地域資源の評価 

② 活動体制の評価

◆重点的な広報等の支援 
・全国・海外への広報・ＰＲ     ・ロゴの使用 

・商品企画・販売    等 

◆評価の方法 
① テーマの設定 

例：訪れる人の目的別（体験する、
学習する、癒す、観る、食べ
る、遊ぶ  等） 

② レベルの設定 

例：一つ星・二つ星（ミシュラン
の星のイメージ）  等 

 

テーマ 

Ｘ 

テーマ 

Ｙ 

テーマ 

Ｚ 

継続的な質の向上
を促すため 

検討主体も含め国において検討 

 

日本風景街道パートナーシップ 

 

 

各分野の専門家からなる

第三者委員会 

「風景街道」を訪れる人 

 

道路の管理者 

活動に応じて必要な組織 

地方公共団体 
（市町村等） 

企業 

地域住民 

町内会・自治会 

警察 

大学関係者 

ＮＰＯ 

その他

※地方ブロック毎に設置 

※「風景街道」毎に設置 

※全国に一機関設置 

全国的な観点
での支援 

評価 
申請 

意見 

満足度 

H22年度以降H19年度 H20年度 H21年度

登録体制

の準備

評
価
の
開
始

登
録
の
開
始

登録の随時受付け

評価の本格運用
評価体制

の準備・確立
評価の試行

H22年度以降H19年度 H20年度 H21年度

登録体制

の準備

評
価
の
開
始

登
録
の
開
始

登録の随時受付け

評価の本格運用
評価体制

の準備・確立
評価の試行

● 登録の枠組みを先行的に構築
● 概ね３年後を目途に評価の枠組み

を構築

● 各「日本風景街道パートナーシップ」が登録申請を行い、地方ブロック
毎に設置する「風景街道協議会」が登録、活動支援を実施

● 登録後、様々な活動を通じて熟度が上がり風景の質が向上したものについて
「日本風景街道パートナーシップ」が評価申請を行い、「第三者機関」が評価、
重点的な広報等の支援を実施


